
○妊婦に対する健康診査についての望ましい基準（平成 27 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 226 号）

 
○上記基準以外に、14 回を超過した（妊娠 40 週以降）基本健診について

※【 】は受診票の色の目安

※ 超音波検査、血液検査、血算検査及びＧＢＳ検査は、病院・診療所で実施

 
産婦健診（オレンジ）　　　　第1回　　おおむね産後 5日から21日　　　　　　第2回　　おおむね産後22日から56日 

妊婦健康診査受診週数の目安

妊娠週

数

病院 ・ 診療所 助産所

基本健診 超音波検査(全 4 回) 血液検査 (1 回) 血算検査 (1 回) GBS 検査（１回） 基本健診

8～11
初回

【緑色】
― ― ― ― ―

12～15
2 回

【白色】

①【藤色】

(12 ～15 週)

※2 回目の

基本健診と併用

― ― ― ―

16～19
3 回

【白色】
― ― ― ―

3 回

【白色】

20～23
4 回

【白色】

②【藤色】

(20～23 週)

※4 回目の

基本健診と併用

― ― ― ―

24～25
5 回

【白色】

③【藤色】

(24～35 週)

※５～10 回目の

いずれかの

基本健診と併用

【桃色】

(24～35 週)

※５～10 回目の

いずれかの

基本健診と併用

― ―
5 回

【白色】

26～27
6 回

【白色】
― ―

6 回

【白色】

28～29
7 回

【白色】
― ―

7 回

【白色】

30～31
8 回

【白色】
― ―

8 回

【白色】

32～33
9 回

【白色】
― ―

9 回

【白色】

34～35
10 回

【白色】
―

【黄色】

（34～37 週）

※10～12 回目の

いずれかの

基本健診と併用

10 回

【白色】

36
11 回

【白色】 ④【藤色】

(36～38 週)

※11～13 回目の

いずれかの

基本健診と併用

―

【水色】

(36～39 週)

※11～14 回目の

いずれかの

基本健診と併用

11 回

【白色】

37
12 回

【白色】
―

12 回

【白色】

38
13 回

【白色】
― ―

13 回

【白色】

39
14 回

【白色】
― ― ―

14 回

【白色】

40
15 回

【白色】
― ― ― ―

15 回

【白色】

41
16 回

【白色】
― ― ― ―

16 回

【白色】


